
 県内で、タイヤの盗難被害が増加しています。 
被害に遭わないために  
 ・居宅内や施錠設備のある物置等に保管する 
 ・敷地外から見えない場所に保管する 
 ・防犯カメラやセンサーライトを設置する 
などの対策をお願いします。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 新年明けまし

ておめでとうご

ざいます 

 今年も地域の

皆様が安全で安

心して暮らせる

まちづくりに努

めて参ります 

・交通事故【令和７年 11 月中(暫定値)】 

 物損事故  118件    人身事故 14件 

・犯罪【令和７年１月から 11 月までの間(暫定値)】 

 暴行・傷害 40件   侵入窃盗 59件 

 詐欺    22件   自転車盗  127件 

 

 

を利用してください。 

 ダイヤル回線及び一部

のＩＰ電話など#９１１０

が使用できない電話機か

ら電話する場合は、 

  048‐822‐9110  

を利用してください。 

※夜間及び土･日･祝日 
 年末年始は当直対応 
 ２４時間受付 

 

 

 

 

 
 交通反則通告制度とは、一定の交通違反に対して
交通反則告知書(青切符)が交付され、反則金を任

意に納付したときは、刑事手続きに移行することがな
く、起訴されない制度です。自転車の交通事故・違反
検挙件数が増加する中、交通反則通告制度の導入

は、簡易迅速な処理と実効性のある責任追及を可能
とします。 

 悪質・危険とされている違反行為、歩行者や他の車両に危険を生じさ

せる違反行為、警告されても違反を続ける行為は、取り締まりの対象と
なります。 

 ２つ以上鍵をかけて 

 防犯効果を高めよう 


